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 １． 目的                                     

 香南市消防本部が現在使用している高機能消防指令システムが運用開始から１０年を超

え、老朽化に伴いシステムの更新時期を迎えている。現在使用しているシステムと同等、若

しくはそれ以上の性能で、平時の消防業務に影響なくシステムの更新作業を行うことを目

的とし、受注業者を選定する。 

 

 ２．業務概要                                    

（１）業務番号及び業務名 

   消第 06004 号 香南市消防本部通信指令システム再構築委託業務 

（２）業務内容 

   「香南市消防本部通信指令システム再構築委託業務要求水準書」のとおり 

（３）稼働開始予定日 

   令和７年３月３１日 

（４）見積限度額 

   総額：１００，０００千円 （消費税及び地方消費税を含む） 

  ※保守業務に係る費用を含まないが、本業務受託者とは運用保守契約を締結する予定。 

  ※契約金額の限度額であり、本市がこの金額で契約することを約束するものではない。 

 

 ３．参加資格                                        

次に掲げる要件を全て満たす者であること。 

（１）参加表明書の提出日時点において、物品購入及び役務の提供に係る令和６年度香南市

競争入札参加資格有資格者名簿の「情報関連サービス」に登載されている者。 

（２）日本国内に主たる営業所を置く者。 

（３）平成２６年度以降に地方公共団体が発注する「離島型」以上の「高機能消防指令シス

テム」を元請として受注し、業務を完了した実績を有する者。 

（４）参加表明書及び技術提案書提出時において、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１

６号）第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

（５）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定に基づく更生手続開始の申立て、民事

再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定に基づく再生手続開始の申立て、又は破産

法（平成 16 年法律第 75 号）の規定に基づく破産手続開始の申立てがなされている

者でないこと。 

（６）参加申込書を提出する時点で納付すべき税の滞納がないこと。 
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 ４．参加表明書等の提出                               

本プロポーザルに参加しようとする者（以下「参加者」という。）は、次のとおり提出する

こと。 

（１）提出書類 

 ア 参加表明書（様式２） 

イ 会社概要（任意様式又はパンフレット等） 

ウ ISO、ISMS 若しくはプライバシーマーク等の関連資格 

（２）提出期限 

   令和６年５月１４日（火） 

（３）提出場所 

   〒781-5310 高知県香南市赤岡町 2032-2 香南市消防本部 総務課 

   担当 大西・溝渕・今上 

（４）提出方法 

   追跡情報が残る郵送（提出期限までに必着）又は持参 

   ※持参の場合、9 時から１７時までとする。 

 

 ５．参加者の失格                                  

参加者が次のいずれかに該当する場合は、無効・失格とする。 

（１）参加資格要件を満たさないことが判明した場合。 

（２）提出書類に虚偽の記載があった場合。 

（３）提出書類が定められた提出方法、提出先、期限に適合しない場合。 

（４）審査の公平性を害する行為があった場合。 

（５）提案見積額が、見積限度額を超えている場合。 

 

 ６．参加の辞退                                   

参加を辞退する場合は、次のとおり提出すること。 

（１）提出書類 

   参加辞退届（様式３） 

（２）提出期限 

   ４（２）に同じ 

（３）提出場所 

   ４（３）に同じ 

（４）提出方法 

   ４（４）に同じ 
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 ７．質問の受付及び回答                               

（１）受付方法  

   質問は、質疑書（様式１）により電子メールに添付したものを受け付ける。 

   メールアドレス： shoubou@city.kochi-konan.lg.jp 

（２）受付期間 

   令和６年４月１８日（木） から 令和６年４月２５日（木）１７時まで 

（３）回答方法 

令和６年５月９日（木）に香南市公式ホームページで公開する。 

 

 ８．企画提案書等の提出                                

   参加承認を受けた者は企画提案書提出届（様式４）に次の書類を添付し、提出する 

こと。 

（１）提出書類 

ア 企画提案書（任意様式） 

「香南市消防本部通信指令システム再構築委託業務要求水準書」に基づき作成し、A4 

サイズ紙ファイルに綴じ込むこと。 

 イ 提案内容を網羅した仕様書 

 ウ 整備想定スケジュール 

 エ 保守・維持管理に関する提案書 

オ 見積書（任意様式・以下の項目ごとに区分し、消費税相当額を含んだ合計金額を提出 

すること） 

① 通信指令システム導入費用 

② 通信指令システムに係る１０年間の運用保守・維持管理費用 

（機器更新費用を含む。） 

 カ 機能要件確認書（様式５） 

   機能要件各項目について、回答欄の「標準対応」「カスタマイズ対応」「対応不可」 

   のいずれかに〇を記入し、代替案等、特記事項がある場合は備考欄に記入すること。

なお、必須機能「●印」においてカスタマイズ費用が発生する場合は、その費用を構

築費用に加算すること。 

（２）提出期限 

   令和６年６月３日（月） 

（３）提出部数 

   企業名入り１部、企業名を特定できないもの６部を提出すること。 

（４）提出場所 

   ４（３）に同じ 

（５）提出方法 
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   ４（４）に同じ 

 

 ９．プレゼンテーション                               

（１）実施日時 

   令和６年６月１７日（月）１４：００開始予定 

   ※詳細は令和６年６月７日（金）に通知する。 

（２）出席者 

   １提案者５名以内 

（３）実施方法 

ア １提案者４０分程度（説明３０分、質疑１０分）とする。 

イ 事前に提出された提案書に沿って説明を行うこと。 

ウ 実施時の追加資料の配布は禁止する。 

エ 企業名等を特定できる内容（挨拶、企業名、ロゴの表示等）で行わないこと。 

オ 審査当日、パソコン及びその他説明に必要な機器等については、参加者が用意するこ

と。プロジェクター、スクリーンについては、会場備付けの物を使用可能とする。 

 

 10．契約候補者の選定                               

提出された企画提案書を本市が設置する「香南市消防本部通信指令システム再構築委託

業務に係る公募型プロポ―ザル選定委員会」（以下「選定委員会」という。）において審査し、

最も優れた提案を行ったと判断された者を契約候補者として選定する。 

（１）契約候補者の選定 

選定委員会において、書類審査及びプレゼンテーションを受け、各委員がつけた評価点 

 を合計した総評価点数が最も高い者を契約候補者として選定する。 

（２）結果の通知 

ア 契約候補者に選定した者に対しては、選定した旨、総評価点及び契約手続きの旨を通 

知する。 

イ 契約候補者に選定しなかった者に対しては、選定しなかった旨を通知する。なお、審 

査内容及び審査結果に対する異議は認めない。 

 

 11．評価項目及び評価基準                             

企画提案書及びプレゼンテーションの内容に関する評価は、次の評価基準により行う。 

評価項目 提案事項 配点 

構築業者に関す

る要件 

当消防本部の実情を踏まえたシステム構築に当たって

基本的な考え方・業務の実施体制について 
１００ 

システムの移行

に係る要件 

通信指令室・機械室レイアウト 
２００ 

現行システムからの安全な移行方法 
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システムの機能

に係る要件 

消防指令システムの操作性 

４００ システムの信頼性・安全性（情報セキュリティ等） 

機能要件に対する充足度及び代替案の提案 

保守・維持管理

に係る要件 
保守・維持管理の業務内容 １００ 

価格 
システム構築費用 

２００ 
保守・維持管理費用 

配点の合計 １０００ 

 

 12．契約の締結                                    

（１）契約締結交渉 

   市長は、契約候補者に選定された者と本プロポーザルに提出された書類の内容を基

本とし、業務仕様及び契約の詳細を協議の上、契約を締結するものとする。 

   なお、契約候補者に選定された者が契約を辞退した場合又は失格に該当することが

判明した場合は、次点者となった者と契約交渉を行う。 

（２）契約の特定条件 

   契約保証金は免除する。 

 

 13．その他                                    

（１）手続きにおいて使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。 

（２）企画提案書及び見積書作成等本プロポーザル参加に要する一切の費用は参加者負 

担とする。 

（３）提出できる企画提案書は１点のみとする。 

（４）提出された企画提案書の差し替え又は再提出は認めない。 

（５）提出された関係書類は返却しない。 

（６）参加承認した者は本プロポーザルへの参加を原則認める。参加承認の可否の連絡は 

５月１７日（金）までに参加表明書に記載されたメールアドレスあてに電子メールで 

通知するものとする。 

（７）企画提案書の提出が 1 者の場合でも本プロポーザルは成立する。その場合、1 者に 

   ついて審査した上で評価が一定水準に達していれば契約候補者に選定する。 
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 14．プロポーザルの実施スケジュール                       

 

実施期間 実施内容 

令和６年４月１８日（木） プロポーザル実施要領及び仕様書の公表 

令和６年４月２５日（木） 質疑書受付期限（メールで受付） 

令和６年５月 ９日（木） 質疑回答日（香南市公式ホームページで公開） 

令和６年５月１４日（火） 参加表明書提出期限（持参又は郵送必着） 

令和６年５月１７日（金） 参加承認可否通知（メールで通知） 

令和６年６月 ３日（月） 企画提案書提出期限（持参又は郵送必着） 

令和６年６月 ７日（金） プレゼンテーション日時の通知（メールで通知） 

令和６年６月１７日（月） プレゼンテーション実施 

令和６年６月２０日（木） 選定結果通知 

 


